


申請予約システムの利用開始について

 在留資格変更許可申請

 在留期間更新許可申請

 在留資格取得許可申請

 永住許可申請

 資格外活動許可申請

 就労資格証明書交付申請

 在留カードをお持ちの方であれば、どなたでも利用することができます。

ただし、申請する際は、以下のいずれかの方が必ず来庁してください。

① 申請人本人

② 法定代理人

③ 申請人の親族 又は 同居者 若しくはこれに準ずる者

４ 予約の入力

 カレンダーに表示された５開庁日の中から、申請日の選択が可能です。

 申請日の前日の午前１１時５９分まで、予約の入力が可能です。

 申請予約が可能な時間帯は３０分単位で区切ることとし、予約可能な

午前９時から午後３時半までの任意の３０分間を選択することが可能で

す（正午から午後１時までは、入力不可となります。）。

 １回の予約につき、５件までの入力が可能です。

 キャンセルは、申請予約日の前々日の午後６時まで可能です（一部を

キャンセルすることはできません。）。

東京出入国在留管理局では、令和４年３月３０日（水）午前９時から

一般の申請者を対象とした、申請予約システムの利用を開始します。

（４月４日（月）の申請から、予約が可能です。）

１ 利用開始日

２ 対象となる手続

３ 利用者の範囲

４ 予約の入力



 東京出入国在留管理局２階Bカウンターに、新たに申請予約専用カウ

ンターを開設します。

２０２２．４

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

７ ８ ９

１０ １１ １２ １３ １４ １５

５ 申請予約専用カウンター

※ ４月１５日（金）午前９時に予約を入力する場合

• ４月７日（木）正午から４月１４日（木）午前１１時５９分まで予

約の入力が可能です。

• キャンセルの入力は４月１３日（水）午後６時まで可能です。

 予約確認画面については、スマートフォンのスクリーンショットなど

で端末に保存又は紙に印刷した状態で、申請予約窓口で提示願います。

（入館規制時は、受付職員等に提示の上、入館してください。また、提

示する内容は、予約確認に係る当局からの自動返信メール本文の提示で

も構いません。）。

６ 来庁時の注意事項
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